
農地や農業用施設の保全 農 村 環 境 の 保 全

多面的機能支払交付金
農村の協働力によって、将来にわたって適切に保全管理されることで、
持続的農業の発展と多面的機能が発揮されます。

県 の 機 関 大分県農林水産部農村整備計画課 ☎097 - 5 0 6 - 3 7 1 3
地域協議会 大分県多面的機能支払推進協議会 ☎097 - 5 3 6 - 6 6 3 1

お問い合わせ

農業・農村は、私たちが生きていくのに必要な食料を作るだけでなく、洪水を防ぎ、地下
水を養い、やすらぎの場となるなど大切な様々な恵み（多面的機能）をもたらしています。

姫 島 村
国 東 市
杵 築 市
日 出 町
別 府 市
大 分 市
臼 杵 市
津 久 見 市
由 布 市

企画振興課
農 政 課
耕地水産課
農林水産課
農林水産課
生産振興課
農林振興課
農林水産課
農 政 課

☎0978 - 8 7 - 2 2 8 2
☎0978 - 7 2 - 5 1 6 7
☎0978 - 6 2 - 1 8 1 0
☎0977 - 7 3 - 3 1 2 7
☎0977 - 2 1 - 1 1 3 3
☎097 - 5 3 7 - 5 6 2 7
☎0974 - 3 2 - 2 2 2 0
☎0972 - 8 2 - 9 5 1 4
☎097 - 5 8 2 - 1 2 9 3

佐 伯 市
竹 田 市
豊後大野市
日 田 市
九 重 町
玖 珠 町
中 津 市
豊後高田市
宇 佐 市

農 林 課
農林整備課
農林整備課
農業振興課
農 林 課
農林業振興課
農政振興課
耕地林業課
農 政 課

☎0972 - 2 2 - 4 6 5 9
☎0974 - 6 3 - 4 8 0 6
☎0974 - 2 2 - 1 0 0 1
☎0973 - 2 2 - 8 2 0 2
☎0973 - 7 6 - 3 8 0 4
☎0973 - 7 2 - 7 1 6 4
☎0979 - 2 2 - 1 1 1 1
☎0978 - 2 5 - 6 2 4 2
☎0978 - 2 7 - 8 1 5 7

農業・農村の多面的機能
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里里

大分県多面的機能支払推進協議会大分県多面的機能支払推進協議会

平成29年度  多面的機能支払交付金平成29年度  多面的機能支払交付金
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洪水防止機能（ダムの役割）

水田は、雨水を一時的に貯えることができる
ため、一気に川に流れ込むことはなく、洪水
の危険を減らしてくれます。

水資源かん養機能（水の浄化と地下水をつくる）

水田に貯められた水は、徐々に浸透して地下
水になり、生活用水や工業用水として利用さ
れます。

土砂崩壊防止機能（土砂崩れを防ぐ）

水田として活用することにより、降雨による
法面の崩壊など災害の発生の抑止となります。

生物多様性保全機能（生き物のすみかになる）

農業生産活動を行うことで、水生生物などの
生きものを保全することとなります。
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資源向上支払
（長寿命化）

資源向上支払
（共同活動）

農地維持支払

水路の目地補修

施設の保全

地域住民との交流

地域ぐるみの連携

きめ細やかな雑草対策

カバープランツ※

草刈り

農地の保全

水路の泥上げ

施設の保全

施設の保全

異常気象等後の応急措置

水路の更新

ゲートの更新

未舗装農道の舗装

水
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土
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市町村が認定した活動計画に基づき、市町村から活動組織に交付金が交付されます。

交付金の交付
交付金の交付・活動支援

交付金の申請

交付金の申請

事業申請・認定

指導・助言・情報提供情報提供

推進協議会

農 地 維 持
支払交付金
活動組織の構成例

農業者 地域住民
参加型

例1 例2
農業者 農業者

生産法人

農業者

自治会

地域住民 水土里ネット
JA等

資 源 向 上
支払交付金
活動組織の構成例

都市・農村
交流型

自治会
地域住民水土里ネット

JA等

農業者
消防団

都市住民 NPO

PTA

例1 例2

地域住民
参加型

農業者

自治会

地域住民 水土里ネット
JA等

地域資源の質的向上を
図る共同活動

※カバープランツ…背丈が低く地を覆うように
                           育つ植物のことで、草刈り
　　　　　　　　   作業の省力化が図られます。

施設の長寿命化のため
の活動

水土里ネット
JA等

地域住民

NPO

PTA

資源向上支払交付金
（共同活動）

資源向上支払交付金
（共同活動）

水路やため池 農 村田んぼや畑

み どど り

水 土 里

水
水路やため池

里
農 村

土
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の資源を次世代へ

多面的機能支払交付金を活用しよう
基本交付単価 （単位：円／10a）（農林水産省が１／２、都道府県・市町村が１／２を負担）
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❶農地維持支払
❷資源向上支払
（共同　　　　）※１、２、３

❶と❷に取り組む
場合

❸資源向上支払
（長寿命化　　　）※４、５

❶、❷及び❸に取り
組む場合※６　　　　　　　　　

農地維持支払交付金農地維持支払交付金

※１：農地・水保全管理支払の取組を含め5年間以上実施した地区は、②の単価に0.75を乗じた額になります。
※２：②の資源向上支払（共同）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが基本になります。
※３：多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は、単価は5/6を乗じた額になります。
※４：水路や農道などの施設の補修や更新を実施します。
※５：本単価は交付上限額になります。なお、広域活動組織の規模を満たさず、かつ直営施工を実施しない地区は、単価は5/6を乗じた額になります。
※６：②及び③に一緒に取り組む地区は、②の単価は0.75を乗じた額となります。したがって、①、②及び③に一緒に取り組む場合、都府県・田では合計
　　　で9,200円/10aになります。
※７：事業計画期間中に畑地化する場合、当該期間中においては、農地維持支払の交付単価は地目変更前の単価を適用します。
※８：畑には樹園地を含みます。

※７

・平成２６年度から地区の有志２名が
中心となって、多面的機能支払制度
の取組みに向け、草本地域資源保全
会を立ち上げた。
・年３回（４月、７月、８月）定期的に草
刈り・泥上げ。
・平成29年7月の「九州北部豪雨災
害」により甚大な被害を受け、ボラン
ティアと一緒に水路の土砂撤去を
行った。

・組織の立ち上げにより、農業者間の交
流が深まり、地域イベントである「かかし
ワールド」にも積極的に参加し、地域住
民や観光客との交流が図られた。

・また、「どんど焼き・グランドゴルフ」など
も、組織が保全する水田を提供し開催。
・これらの活動を通じ、今後は、非農家の
参画、隣接する活動組織との合併など
を目標に活動を継続する。

活動開始前の状況や課題 取組の効果取　組　内　容
　草本地区は、地域振興８法（特定農
山村、山村振興、過疎等）により指定さ
れた地域。
　このような地域の農地は、農業生産
条件が不利であり耕作放棄の発生が
懸念される。
　そのため、将来に向けて農業生産活
動が継続できるかどうか危惧されてい
た。

くさ もと ち いき

　草本地域資源保全会では、多面的機能支払制度による農地維
持活動を実施し、地域資源の保全が図られた。
　旧山国町地域で、多面的機能支払制度に取組む初の組織とな
り、これを契機に取組組織が拡大するとともに、地域イベント
にも積極的に参加するなど、地域活性化に大きく寄与された。

し げん ほ ぜん かい

5 6

・農地維持

中津市

対象資源
農地
水田 4.7ha

活動開始年度：平成26年～

農業用施設
開水路 1.3km
農道 0.2km

組織の構成
●  農業者

草本地域資源保全会

取　組　内　容

きゅう さん すい そ しきかつ どう

○本地域は豊後大野市の中央部に位置し、河川近隣に広がる水
田地域。平成19年に旧農地水交付金を活用して活動をス
タート、中山間直接支払交付金も合わせて取り組んでおり農
地や施設の維持管理に努めている。
○改良区受益を主に対象農用地として申請し、複数の行政区や
団体が活動に参加している。それぞれで活動しているもの
の、活動記録の取りまとめや会計等の事務作業はまとめられ
ており、事務の軽減が図られている。
○近年、オオイタサンショウウオが生息している水源地の清掃
活動を実施し、生態系保全や希少種の保護に努めている。取
組としてはスタートしたばかりで地区役員を中心に活動し
ているが、今後は参加者の増加など、地域への広がりを期待
している。

対象資源
農地
水田 45.0ha

農業用施設
開水路 　    13.2km
農道　　　　 5.9km
ため池 　　　　1ヵ所

組織の構成
●  農業者　  ●  非農業者　  ●  土地改良区 　 ●  自治会

・農地維持  ・資源向上（共同）

豊後
大野市

活動開始年度：平成19年～

宮三水系活動組織
けい

農地維持活動の様子

資源向上活動の様子 希少種生息地域の清掃作業

・農地維持  ・資源向上（共同）  ・資源向上（長寿命化）

芋ほり体験 彼岸花の植栽 防草シート設置状況

・本地域は、共同活動に取り組む地域の
若者の減少や、農業者の高齢化が進行
していることから、農用地や既存農業
施設の荒廃が懸念されている。
・また、対象農用地面積が広大であり、
山間部も近いことから、認定農用地に遊
休農地を発生させないための管理体制
の拡充を行い、多面的機能の増進を図
ることで、農業生産性の向上と農業者
の利便性を図ることが必要。

・農業者、非農業者、各種団体が主体と
なった積極的な取組が出来る体制を構
築し、農地や農業用施設の保全と農村
環境の保全を図ることができた。
・また、地域を担う青少年に農村環境活
動について興味をもってもらうとともに、
各種体験活動によって、地域の多様な
人々とのつながりが深まった。

・土地改良区管内を一つの広域組織にま
とめる広域化を実施。
・道路沿いに花の植栽やプランターの設
置による景観形成を実施。
・学校教育と連携を行い、遊休農地を活
用し、地元保育園児を対象にサツマイ
モの苗植え、芋ほり体験を実施。
・草刈しにくい斜面での、防草シートを使
用した雑草管理を実施。

活動開始前の状況や課題 取組の効果取　組　内　容

○玖珠町全域の県営圃場整備地区、町営圃場整備地区及び圃場
整備の受益隣接地区の69活動組織を包括し構成している。

○農用地と農業用施設の維持管理のため、農業者や非農業者が
協力し多面機能の促進に向け、取り組みを推進している。

対象資源
農地
水田 914.9ha

農業用施設
開水路 　   265.7km
農道　　　109.4km
ため池 　　　　7ヵ所

組織の構成
●  農業者　  ●  農業者以外等

く のうす まち ぜんち ほみず かん きょう そ しき

玖珠町 玖珠町農地・水・環境保全組織
・農地維持  ・資源向上（共同） 活動開始年度：平成19年～

防護の徹底
・草刈機を使用する際は、ヘルメットや防護メガネ、手袋などを着用しましょう。

草刈機の安全な使用
・安全な使用方法を習得した作業者が行いましょう。
・作業の中断や移動する際にはエンジンを切って、刃の回転が止まってから移動しましょう。

作業間隔の確保
・複数で作業を行う場合は、15ｍ以上間隔を置き、接触事故を防止しましょう。

休憩の確保
・振動とエンジンの騒音で想像以上に疲労がたまるので、時間を区切ってこま
めに休憩を入れましょう。また、水分や塩分の補給も忘れずに！

草刈作業者への合図
・草刈機は音が大きく、また近づくのは危険です。作業者に声をかける際には、
鏡や笛を用いる等の工夫をし、遠くから合図しましょう。

保険の加入
・多面的機能支払交付金により、傷害保険及び賠償保険に加入することが可能
です。作業中のケガや、物損事故の備えとして保険に入りましょう。

草刈作業中の事故の発生を防止しましょう
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市町村が認定した活動計画に基づき、市町村から活動組織に交付金が交付されます。
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交付金の交付・活動支援

交付金の申請

交付金の申請

事業申請・認定
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推進協議会

農 地 維 持
支払交付金
活動組織の構成例

農業者 地域住民
参加型

例1 例2
農業者 農業者

生産法人

農業者

自治会

地域住民 水土里ネット
JA等

資 源 向 上
支払交付金
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都市住民 NPO

PTA

例1 例2

地域住民
参加型

農業者

自治会
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JA等

地域資源の質的向上を
図る共同活動

※カバープランツ…背丈が低く地を覆うように
                           育つ植物のことで、草刈り
　　　　　　　　   作業の省力化が図られます。

施設の長寿命化のため
の活動
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の資源を次世代へ

多面的機能支払交付金を活用しよう
基本交付単価 （単位：円／10a）（農林水産省が１／２、都道府県・市町村が１／２を負担）
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❶農地維持支払
❷資源向上支払
（共同　　　　）※１、２、３

❶と❷に取り組む
場合

❸資源向上支払
（長寿命化　　　）※４、５

❶、❷及び❸に取り
組む場合※６　　　　　　　　　

農地維持支払交付金農地維持支払交付金

※１：農地・水保全管理支払の取組を含め5年間以上実施した地区は、②の単価に0.75を乗じた額になります。
※２：②の資源向上支払（共同）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが基本になります。
※３：多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は、単価は5/6を乗じた額になります。
※４：水路や農道などの施設の補修や更新を実施します。
※５：本単価は交付上限額になります。なお、広域活動組織の規模を満たさず、かつ直営施工を実施しない地区は、単価は5/6を乗じた額になります。
※６：②及び③に一緒に取り組む地区は、②の単価は0.75を乗じた額となります。したがって、①、②及び③に一緒に取り組む場合、都府県・田では合計
　　　で9,200円/10aになります。
※７：事業計画期間中に畑地化する場合、当該期間中においては、農地維持支払の交付単価は地目変更前の単価を適用します。
※８：畑には樹園地を含みます。

※７

・平成２６年度から地区の有志２名が
中心となって、多面的機能支払制度
の取組みに向け、草本地域資源保全
会を立ち上げた。
・年３回（４月、７月、８月）定期的に草
刈り・泥上げ。
・平成29年7月の「九州北部豪雨災
害」により甚大な被害を受け、ボラン
ティアと一緒に水路の土砂撤去を
行った。

・組織の立ち上げにより、農業者間の交
流が深まり、地域イベントである「かかし
ワールド」にも積極的に参加し、地域住
民や観光客との交流が図られた。

・また、「どんど焼き・グランドゴルフ」など
も、組織が保全する水田を提供し開催。
・これらの活動を通じ、今後は、非農家の
参画、隣接する活動組織との合併など
を目標に活動を継続する。

活動開始前の状況や課題 取組の効果取　組　内　容
　草本地区は、地域振興８法（特定農
山村、山村振興、過疎等）により指定さ
れた地域。
　このような地域の農地は、農業生産
条件が不利であり耕作放棄の発生が
懸念される。
　そのため、将来に向けて農業生産活
動が継続できるかどうか危惧されてい
た。

くさ もと ち いき

　草本地域資源保全会では、多面的機能支払制度による農地維
持活動を実施し、地域資源の保全が図られた。
　旧山国町地域で、多面的機能支払制度に取組む初の組織とな
り、これを契機に取組組織が拡大するとともに、地域イベント
にも積極的に参加するなど、地域活性化に大きく寄与された。

し げん ほ ぜん かい

5 6

・農地維持

中津市

対象資源
農地
水田 4.7ha

活動開始年度：平成26年～

農業用施設
開水路 1.3km
農道 0.2km

組織の構成
●  農業者

草本地域資源保全会

取　組　内　容

きゅう さん すい そ しきかつ どう

○本地域は豊後大野市の中央部に位置し、河川近隣に広がる水
田地域。平成19年に旧農地水交付金を活用して活動をス
タート、中山間直接支払交付金も合わせて取り組んでおり農
地や施設の維持管理に努めている。
○改良区受益を主に対象農用地として申請し、複数の行政区や
団体が活動に参加している。それぞれで活動しているもの
の、活動記録の取りまとめや会計等の事務作業はまとめられ
ており、事務の軽減が図られている。
○近年、オオイタサンショウウオが生息している水源地の清掃
活動を実施し、生態系保全や希少種の保護に努めている。取
組としてはスタートしたばかりで地区役員を中心に活動し
ているが、今後は参加者の増加など、地域への広がりを期待
している。

対象資源
農地
水田 45.0ha

農業用施設
開水路 　    13.2km
農道　　　　 5.9km
ため池 　　　　1ヵ所

組織の構成
●  農業者　  ●  非農業者　  ●  土地改良区 　 ●  自治会

・農地維持  ・資源向上（共同）

豊後
大野市

活動開始年度：平成19年～

宮三水系活動組織
けい

農地維持活動の様子

資源向上活動の様子 希少種生息地域の清掃作業

・農地維持  ・資源向上（共同）  ・資源向上（長寿命化）

芋ほり体験 彼岸花の植栽 防草シート設置状況

・本地域は、共同活動に取り組む地域の
若者の減少や、農業者の高齢化が進行
していることから、農用地や既存農業
施設の荒廃が懸念されている。
・また、対象農用地面積が広大であり、
山間部も近いことから、認定農用地に遊
休農地を発生させないための管理体制
の拡充を行い、多面的機能の増進を図
ることで、農業生産性の向上と農業者
の利便性を図ることが必要。

・農業者、非農業者、各種団体が主体と
なった積極的な取組が出来る体制を構
築し、農地や農業用施設の保全と農村
環境の保全を図ることができた。
・また、地域を担う青少年に農村環境活
動について興味をもってもらうとともに、
各種体験活動によって、地域の多様な
人々とのつながりが深まった。

・土地改良区管内を一つの広域組織にま
とめる広域化を実施。
・道路沿いに花の植栽やプランターの設
置による景観形成を実施。
・学校教育と連携を行い、遊休農地を活
用し、地元保育園児を対象にサツマイ
モの苗植え、芋ほり体験を実施。
・草刈しにくい斜面での、防草シートを使
用した雑草管理を実施。

活動開始前の状況や課題 取組の効果取　組　内　容

○玖珠町全域の県営圃場整備地区、町営圃場整備地区及び圃場
整備の受益隣接地区の69活動組織を包括し構成している。

○農用地と農業用施設の維持管理のため、農業者や非農業者が
協力し多面機能の促進に向け、取り組みを推進している。

対象資源
農地
水田 914.9ha

農業用施設
開水路 　   265.7km
農道　　　109.4km
ため池 　　　　7ヵ所

組織の構成
●  農業者　  ●  農業者以外等

く のうす まち ぜんち ほみず かん きょう そ しき

玖珠町 玖珠町農地・水・環境保全組織
・農地維持  ・資源向上（共同） 活動開始年度：平成19年～

防護の徹底
・草刈機を使用する際は、ヘルメットや防護メガネ、手袋などを着用しましょう。

草刈機の安全な使用
・安全な使用方法を習得した作業者が行いましょう。
・作業の中断や移動する際にはエンジンを切って、刃の回転が止まってから移動しましょう。

作業間隔の確保
・複数で作業を行う場合は、15ｍ以上間隔を置き、接触事故を防止しましょう。

休憩の確保
・振動とエンジンの騒音で想像以上に疲労がたまるので、時間を区切ってこま
めに休憩を入れましょう。また、水分や塩分の補給も忘れずに！

草刈作業者への合図
・草刈機は音が大きく、また近づくのは危険です。作業者に声をかける際には、
鏡や笛を用いる等の工夫をし、遠くから合図しましょう。

保険の加入
・多面的機能支払交付金により、傷害保険及び賠償保険に加入することが可能
です。作業中のケガや、物損事故の備えとして保険に入りましょう。

草刈作業中の事故の発生を防止しましょう



農地維持支払
　農業者等による組織が取り組む、農地や水路等施設の草刈
り、泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動に対する支援
です。

資源向上支払（共同活動）
　地域住民を含む組織が取り組む、水路、農道等の軽微な補修
や植栽による景観形成など、農村環境の良好な保全といった、
地域資源の質的向上を図る共同活動に対する支援です。

資源向上支払（長寿命化）
　地域住民を含む組織で、共同活動や基礎的保全活動に取り組
んでいる組織が、老朽化した農地周りの水路、農道など施設の
長寿命化のための補修・更新等の共同活動に対する支援です。

農地維持支払

資源向上支払
（長寿命化）

資源向上支払
（共同活動）

制度内訳

ひがし みぞ い かつ どう そ し き

東溝井活動組織

3 4

　農地や農業用水路などの農村の資源は多面的機能を有していることから県民共有の財産

であり、農村の資源を良好な状態で次の世代に引き継ぐことが必要です。しかし、高齢化

や非農業者との混住化が進み、農村の「まとまり」が弱まり、農地や農業用水路などの保

全が難しくなってきています。

　このような状況の中、地域ぐるみで良好な農村環境の保全や農業用水路などの長寿命化

を図る「農地・水・環境保全向上対策」が平成19年度よりスタートし、平成26年度から

は日本型直接支払制度の中の「多面的機能支払交付金」となり、更に平成27年度から法制

化され、法律に基づく安定的な制度となりました。

　この多面的機能支払交付金を活用し、各活動組織の農業者や非農業者などが連携しそれ

ぞれの地域で農地や農業用水路などの保全管理に取り組んでいます。そのため地域コミュ

ニティーの強化や集落機能の維持にも効果を発揮しています。

私たちの手で、
ふるさとおおいたの農業・農村の
“未来予想図”を描こう

県下で活動している
５つの活動組織について
紹介します。

農地維持支払
　農業者等による組織が取り組む、
農地や水路等施設の草刈り、泥上げ、
農道の路面維持等の基礎的保全活動
に対する支援です。

資源向上支払（共同活動）
　地域住民を含む組織が取り組む、
水路、農道等の軽微な補修や植栽に
よる景観形成など、農村環境の良好
な保全といった、地域資源の質的向
上を図る共同活動に対する支援です。

資源向上支払（長寿命化）
　地域住民を含む組織で、共同活動
や基礎的保全活動に取り組んでいる
組織が、老朽化した農地周りの水路、
農道など施設の長寿命化のための補
修・更新等の共同活動に対する支援
です。

杵築市

特別賞

○東溝井活動は、農業者の高齢化過疎化等による保全管理の担
い手の減少の対策をするため、平成19年度から農地・水保全
管理支払の取り組みを開始した。

○毎年度、「北杵築小学校」の児童を対象とし、農業の体験教室
（芋ほり・田植え・稲刈り等）を開催している。それにより、児童
達の農業への理解と関心を深め、自然環境に対する豊かな感
性を養成している。

農地

取　組　内　容

活動開始年度：平成19年～

農業用施設
農道 6.5km
ため池 8ヵ所

み どど り

水 土 里
●  農業者  ●  自治会  ●  老人会

対象資源

組織の構成

水田 45.7ha
畑 6.2ha

基本的な保全活動

環境美化活動道路美化作業

農村環境保全活動 施設の軽微な補修

後田農道整備作業中

景観形成のための植樹作業中

田植え 芋掘り

広域組織として活動することで事務作
業が困難な地区を取り込み、広範囲に
おける多面的活動を促進。
市内多面的取組面積の約2割を占める
市内で最大の活動組織として、地域資
源保全活動に大きく寄与している。

H28の熊本地震時の被災箇所につい
て、多面的交付金を活用し補修、復
旧などを実施。
農地災害復旧事業に掛からい被災箇
所について、農業者の負担軽減につ
ながった。

長寿命化の開始当初から取組を行
い、素掘り水路のU字溝化などを広
く行ってきた。
H24からの5年間で約4kmの水路を
更新し、維持管理作業の負担を軽減
した。

組織の広域化 災害への対応施設の長寿命化

地震による被災箇所の復旧長寿命化による水路の更新

○大分川左岸地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会は、元治水
井路土地改良区の受益地区を中心として平成19年から広域活動
組織として活動を行っている。

○高齢化が進み事務の受け手が少ない由布市内において多くの地
区を取り込んで活動しており、最大で35地区、約600haでの活動
を実施することで市内の保全活動の実施に大きく寄与している。

○また、H24年度から長寿命化活動にも取り組んでおり、素掘り水
路等の更新を行うことで、管理作業の省力化などの効果が広く発
揮されている。

おお のういたがわ いき ぜんかんち ほみず かん きょう きょう

・農地維持  ・資源向上（共同）  ・資源向上（長寿命化）

由布市

対象資源
農地

活動開始年度：平成19年～

農業用施設
用排水路 　   97.1km
農道　　 　  64.3km
ため池 　　　　９ヵ所

組織の構成
●  農業者  　●  婦人会  　●  地域住民  　●  老人会
●  子供会

大分川左岸地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会
さ がん ち り ていうんえい い いんかい

水田 383.6ha
畑 5.7ha

水路の草刈り 地域住民との交流
田植え体験

・農地維持  ・資源向上（共同）  ・資源向上（長寿命化）



農地維持支払
　農業者等による組織が取り組む、農地や水路等施設の草刈
り、泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動に対する支援
です。

資源向上支払（共同活動）
　地域住民を含む組織が取り組む、水路、農道等の軽微な補修
や植栽による景観形成など、農村環境の良好な保全といった、
地域資源の質的向上を図る共同活動に対する支援です。

資源向上支払（長寿命化）
　地域住民を含む組織で、共同活動や基礎的保全活動に取り組
んでいる組織が、老朽化した農地周りの水路、農道など施設の
長寿命化のための補修・更新等の共同活動に対する支援です。

農地維持支払

資源向上支払
（長寿命化）

資源向上支払
（共同活動）

制度内訳

ひがし みぞ い かつ どう そ し き

東溝井活動組織

3 4

　農地や農業用水路などの農村の資源は多面的機能を有していることから県民共有の財産

であり、農村の資源を良好な状態で次の世代に引き継ぐことが必要です。しかし、高齢化

や非農業者との混住化が進み、農村の「まとまり」が弱まり、農地や農業用水路などの保

全が難しくなってきています。

　このような状況の中、地域ぐるみで良好な農村環境の保全や農業用水路などの長寿命化

を図る「農地・水・環境保全向上対策」が平成19年度よりスタートし、平成26年度から

は日本型直接支払制度の中の「多面的機能支払交付金」となり、更に平成27年度から法制

化され、法律に基づく安定的な制度となりました。

　この多面的機能支払交付金を活用し、各活動組織の農業者や非農業者などが連携しそれ

ぞれの地域で農地や農業用水路などの保全管理に取り組んでいます。そのため地域コミュ

ニティーの強化や集落機能の維持にも効果を発揮しています。

私たちの手で、
ふるさとおおいたの農業・農村の
“未来予想図”を描こう

県下で活動している
５つの活動組織について
紹介します。

農地維持支払
　農業者等による組織が取り組む、
農地や水路等施設の草刈り、泥上げ、
農道の路面維持等の基礎的保全活動
に対する支援です。

資源向上支払（共同活動）
　地域住民を含む組織が取り組む、
水路、農道等の軽微な補修や植栽に
よる景観形成など、農村環境の良好
な保全といった、地域資源の質的向
上を図る共同活動に対する支援です。

資源向上支払（長寿命化）
　地域住民を含む組織で、共同活動
や基礎的保全活動に取り組んでいる
組織が、老朽化した農地周りの水路、
農道など施設の長寿命化のための補
修・更新等の共同活動に対する支援
です。

杵築市

特別賞

○東溝井活動は、農業者の高齢化過疎化等による保全管理の担
い手の減少の対策をするため、平成19年度から農地・水保全
管理支払の取り組みを開始した。

○毎年度、「北杵築小学校」の児童を対象とし、農業の体験教室
（芋ほり・田植え・稲刈り等）を開催している。それにより、児童
達の農業への理解と関心を深め、自然環境に対する豊かな感
性を養成している。

農地

取　組　内　容

活動開始年度：平成19年～

農業用施設
農道 6.5km
ため池 8ヵ所

み どど り

水 土 里
●  農業者  ●  自治会  ●  老人会

対象資源

組織の構成

水田 45.7ha
畑 6.2ha

基本的な保全活動

環境美化活動道路美化作業

農村環境保全活動 施設の軽微な補修

後田農道整備作業中

景観形成のための植樹作業中

田植え 芋掘り

広域組織として活動することで事務作
業が困難な地区を取り込み、広範囲に
おける多面的活動を促進。
市内多面的取組面積の約2割を占める
市内で最大の活動組織として、地域資
源保全活動に大きく寄与している。

H28の熊本地震時の被災箇所につい
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由布市

対象資源
農地

活動開始年度：平成19年～

農業用施設
用排水路 　   97.1km
農道　　 　  64.3km
ため池 　　　　９ヵ所

組織の構成
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●  子供会

大分川左岸地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会
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・平成２６年度から地区の有志２名が
中心となって、多面的機能支払制度
の取組みに向け、草本地域資源保全
会を立ち上げた。
・年３回（４月、７月、８月）定期的に草
刈り・泥上げ。
・平成29年7月の「九州北部豪雨災
害」により甚大な被害を受け、ボラン
ティアと一緒に水路の土砂撤去を
行った。

・組織の立ち上げにより、農業者間の交
流が深まり、地域イベントである「かかし
ワールド」にも積極的に参加し、地域住
民や観光客との交流が図られた。

・また、「どんど焼き・グランドゴルフ」など
も、組織が保全する水田を提供し開催。
・これらの活動を通じ、今後は、非農家の
参画、隣接する活動組織との合併など
を目標に活動を継続する。

活動開始前の状況や課題 取組の効果取　組　内　容
　草本地区は、地域振興８法（特定農
山村、山村振興、過疎等）により指定さ
れた地域。
　このような地域の農地は、農業生産
条件が不利であり耕作放棄の発生が
懸念される。
　そのため、将来に向けて農業生産活
動が継続できるかどうか危惧されてい
た。

くさ もと ち いき

　草本地域資源保全会では、多面的機能支払制度による農地維
持活動を実施し、地域資源の保全が図られた。
　旧山国町地域で、多面的機能支払制度に取組む初の組織とな
り、これを契機に取組組織が拡大するとともに、地域イベント
にも積極的に参加するなど、地域活性化に大きく寄与された。

し げん ほ ぜん かい

5 6

・農地維持

中津市

対象資源
農地
水田 4.7ha

活動開始年度：平成26年～

農業用施設
開水路 1.3km
農道 0.2km

組織の構成
●  農業者

草本地域資源保全会

取　組　内　容

きゅう さん すい そ しきかつ どう

○本地域は豊後大野市の中央部に位置し、河川近隣に広がる水
田地域。平成19年に旧農地水交付金を活用して活動をス
タート、中山間直接支払交付金も合わせて取り組んでおり農
地や施設の維持管理に努めている。
○改良区受益を主に対象農用地として申請し、複数の行政区や
団体が活動に参加している。それぞれで活動しているもの
の、活動記録の取りまとめや会計等の事務作業はまとめられ
ており、事務の軽減が図られている。
○近年、オオイタサンショウウオが生息している水源地の清掃
活動を実施し、生態系保全や希少種の保護に努めている。取
組としてはスタートしたばかりで地区役員を中心に活動し
ているが、今後は参加者の増加など、地域への広がりを期待
している。

対象資源
農地
水田 45.0ha

農業用施設
開水路 　    13.2km
農道　　　　 5.9km
ため池 　　　　1ヵ所

組織の構成
●  農業者　  ●  非農業者　  ●  土地改良区 　 ●  自治会

・農地維持  ・資源向上（共同）

豊後
大野市

活動開始年度：平成19年～

宮三水系活動組織
けい

農地維持活動の様子

資源向上活動の様子 希少種生息地域の清掃作業

・農地維持  ・資源向上（共同）  ・資源向上（長寿命化）

芋ほり体験 彼岸花の植栽 防草シート設置状況

・本地域は、共同活動に取り組む地域の
若者の減少や、農業者の高齢化が進行
していることから、農用地や既存農業
施設の荒廃が懸念されている。
・また、対象農用地面積が広大であり、
山間部も近いことから、認定農用地に遊
休農地を発生させないための管理体制
の拡充を行い、多面的機能の増進を図
ることで、農業生産性の向上と農業者
の利便性を図ることが必要。

・農業者、非農業者、各種団体が主体と
なった積極的な取組が出来る体制を構
築し、農地や農業用施設の保全と農村
環境の保全を図ることができた。
・また、地域を担う青少年に農村環境活
動について興味をもってもらうとともに、
各種体験活動によって、地域の多様な
人々とのつながりが深まった。

・土地改良区管内を一つの広域組織にま
とめる広域化を実施。
・道路沿いに花の植栽やプランターの設
置による景観形成を実施。
・学校教育と連携を行い、遊休農地を活
用し、地元保育園児を対象にサツマイ
モの苗植え、芋ほり体験を実施。
・草刈しにくい斜面での、防草シートを使
用した雑草管理を実施。

活動開始前の状況や課題 取組の効果取　組　内　容

○玖珠町全域の県営圃場整備地区、町営圃場整備地区及び圃場
整備の受益隣接地区の69活動組織を包括し構成している。

○農用地と農業用施設の維持管理のため、農業者や非農業者が
協力し多面機能の促進に向け、取り組みを推進している。

対象資源
農地
水田 914.9ha

農業用施設
開水路 　   265.7km
農道　　　109.4km
ため池 　　　　7ヵ所

組織の構成
●  農業者　  ●  農業者以外等

く のうす ま ち ぜんち ほみず かん きょう そ しき

玖珠町 玖珠町農地・水・環境保全組織
・農地維持  ・資源向上（共同） 活動開始年度：平成19年～

防護の徹底
・草刈機を使用する際は、ヘルメットや防護メガネ、手袋などを着用しましょう。

草刈機の安全な使用
・安全な使用方法を習得した作業者が行いましょう。
・作業の中断や移動する際にはエンジンを切って、刃の回転が止まってから移動しましょう。

作業間隔の確保
・複数で作業を行う場合は、15ｍ以上間隔を置き、接触事故を防止しましょう。

休憩の確保
・振動とエンジンの騒音で想像以上に疲労がたまるので、時間を区切ってこま
めに休憩を入れましょう。また、水分や塩分の補給も忘れずに！

草刈作業者への合図
・草刈機は音が大きく、また近づくのは危険です。作業者に声をかける際には、
鏡や笛を用いる等の工夫をし、遠くから合図しましょう。

保険の加入
・多面的機能支払交付金により、傷害保険及び賠償保険に加入することが可能
です。作業中のケガや、物損事故の備えとして保険に入りましょう。

草刈作業中の事故の発生を防止しましょう
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く のうす まち ぜんち ほみず かん きょう そ しき
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農地や農業用施設の保全 農 村 環 境 の 保 全

多面的機能支払交付金
農村の協働力によって、将来にわたって適切に保全管理されることで、
持続的農業の発展と多面的機能が発揮されます。

県 の 機 関 大分県農林水産部農村整備計画課 ☎097 - 5 0 6 - 3 7 1 3
地域協議会 大分県多面的機能支払推進協議会 ☎097 - 5 3 6 - 6 6 3 1

お問い合わせ

農業・農村は、私たちが生きていくのに必要な食料を作るだけでなく、洪水を防ぎ、地下
水を養い、やすらぎの場となるなど大切な様々な恵み（多面的機能）をもたらしています。

姫 島 村
国 東 市
杵 築 市
日 出 町
別 府 市
大 分 市
臼 杵 市
津 久 見 市
由 布 市

企画振興課
農 政 課
耕地水産課
農林水産課
農林水産課
生産振興課
農林振興課
農林水産課
農 政 課

☎0978 - 8 7 - 2 2 8 2
☎0978 - 7 2 - 5 1 6 7
☎0978 - 6 2 - 1 8 1 0
☎0977 - 7 3 - 3 1 2 7
☎0977 - 2 1 - 1 1 3 3
☎097 - 5 3 7 - 5 6 2 7
☎0974 - 3 2 - 2 2 2 0
☎0972 - 8 2 - 9 5 1 4
☎097 - 5 8 2 - 1 2 9 3

佐 伯 市
竹 田 市
豊後大野市
日 田 市
九 重 町
玖 珠 町
中 津 市
豊後高田市
宇 佐 市

農 林 課
農林整備課
農林整備課
農業振興課
農 林 課
農林業振興課
農政振興課
耕地林業課
農 政 課

☎0972 - 2 2 - 4 6 5 9
☎0974 - 6 3 - 4 8 0 6
☎0974 - 2 2 - 1 0 0 1
☎0973 - 2 2 - 8 2 0 2
☎0973 - 7 6 - 3 8 0 4
☎0973 - 7 2 - 7 1 6 4
☎0979 - 2 2 - 1 1 1 1
☎0978 - 2 5 - 6 2 4 2
☎0978 - 2 7 - 8 1 5 7

農業・農村の多面的機能

大分県多面的機能支払推進協議会大分県多面的機能支払推進協議会

平成29年度  多面的機能支払交付金平成29年度  多面的機能支払交付金

活動レポート
2017

洪水防止機能（ダムの役割）

水田は、雨水を一時的に貯えることができる
ため、一気に川に流れ込むことはなく、洪水
の危険を減らしてくれます。

水資源かん養機能（水の浄化と地下水をつくる）

水田に貯められた水は、徐々に浸透して地下
水になり、生活用水や工業用水として利用さ
れます。

土砂崩壊防止機能（土砂崩れを防ぐ）

水田として活用することにより、降雨による
法面の崩壊など災害の発生の抑止となります。

生物多様性保全機能（生き物のすみかになる）

農業生産活動を行うことで、水生生物などの
生きものを保全することとなります。

地表面

降雨
蒸発散

かん養地下水

水田

湧水
生活用水

川へ流出し
安定した流れをつくる。

浸透

流水

地下
水面

裸地等では、
直ちに流れ出す。

川

遅れ分

ら  ち

～水土里の資源を次世代へ～～水土里の資源を次世代へ～
み ど り




